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倫理審査の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※研究倫理委員会からのコメントに対する条件充足，計画変更がない場合は申請取消とする。 

(1) 承認 (2) 条件付承認 (3) 要再申請 (4) 不承認 (5) 非該当 

申請区分【変更】の申請書提出 異議申し立て 

審査判定に異議がある場合，

異議の理由およびその根拠と

なる資料を委員会に提出 

計画の中途変更 

研究開始 

条件充足 

申請書類提出締切 

原則として審査会

開催日の 5週前の

水曜日 11:00 

指摘された点につい

て，説明またはどの

ように修正したかを

委員長宛に回答 

申請に必要な書類の提出（研究倫理委員会事務担当） 

研究倫理審査申請書、研究計画書等 

（研究倫理審査申請書作成ガイドライン 参照） 

研究計画立案 

研究者による研究倫理委員会申請必要の確認 

（研究倫理審査申請書作成ガイドライン及び 

「倫理審査に関する申請の必要性判断フローチャート」参照） 

研究倫理委員会 一般審査 

① 審査 

（審査委員による書面及び対面審査） 

② 審査の判定 

③ 申請者への通知 

研究倫理委員会 簡易審査 
① 書面審査 

委員長の指名による委員２名 
② 審査の判定 
③ 申請者への通知 

勧告に基づいて半年以内

に研究計画書を変更し，

申請区分【再申請】で申

請書提出 

審査せず 

ヒアリング 


